
令和 7 年 10 月 14 日 

仙台市水道局 

 

「仙台市水道局土木工事等における週休 2日工事実施要領」の策定について 

 

 

標記の件について、下記のとおり要領を策定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．策定した要領 

 仙台市水道局土木工事等における週休 2日工事実施要領 

 

２．対象案件等 

 令和 7年 10月以降の単価により予定価格を算出する工事から適用します。 

 

３．主な策定内容 ※策定内容の詳細は、要領を確認してください。 

（１）要領の統合（対比） 

  週休２日に関する要領及び、工種ごとの適用範囲については、下表のとおりになります。 

（従前）           （令和 7年 10月 14日以降） 

 
 

（２）補正係数等の見直し 

  ①補正対象等 

  従前の要領で定めている、発注方式における達成状況のレベル及び補正対象について、下表のとお

り見直します。 

 従前 今回策定 

達成状況 
のレベル 

４週８休以上、４週７休以上４週８休未満、４週６休以上
４週７休未満 （仙台市水道局週休 2日モデル工事試行要領の場合） 

完全週休２日、月単位 
月単位、通期 
（仙台市水道局土木工事等における週休 2日モデル工事試行要領の場合） 

補正対象 労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費、現場管理費 
労務費、共通仮設費、 
現場管理費 

 

②別紙２、別紙３に定める雨休率（要領第 7条） 

別紙２、別紙３のうち、「３.雨休率」における率は次に示す値とします。  

雨休率：0.71 

（担当）水道局給水部計画課 技術管理係 

（電話）０２２－３０４－００３１ 


